
消費税率引上げ時期変更に伴う措置（個人住民税における住宅ローン減税措置の対象期間の延長）(案)

現行では平成29年末までが対象期間とされている住宅ローン減税措置について、消費税率10％への引上げ時期が変更さ
れることを踏まえ、所得税同様、その対象期限を１年６ヶ月延長する。
※ 現行同様、この措置による減収額については、地方特例交付金により全額国費で補填。

５％

８％へ引上げ

10％へ引上げ10％へ引上げ

28.1.127.1.1 29.1.1

26.4.1 27.10.1

29.12.3126.1.1

29.4.1

28.1.127.1.126.1.1 29.12.3129.1.1

１年６ヶ月
延長

30.12.31

28.1.127.1.126.1.1 29.12.3129.1.1 30.12.31
（適用期限）

（適用期限） 31.6.30

１年６ヶ月
延長

31.6.30

所得税の課税所得
×５％

（最高9.75万円）

所得税の課税所得×７％
（最高13.65万円）

消費税率

個人住民税の
各年の限度額

（参考）

所得税の
各年の限度額

20万円（一般の住宅）
30万円（認定住宅）
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50万円（認定住宅）
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